
地域建設業経営強化融資制度の拡充・延長 平成２２年度補正予算 

融資の対象工事に公益的民間工事を追加 事業期間を平成２３年度末まで延長

 主な拡充内容 

  融資の対象工事に公益的民間工事を追加。事業期間を平成２３年度末まで延長。

      
●融資の対象となる工事の追加 
    （改正前）公共工事（※） 

（※）経営事項審査の対象となる工事 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律                   （※）経営事項審査の対象となる工事、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
                 第２条第２項に規定する公共工事 等 
 
    （改正後）公共工事に加え、病院、福祉施設、ＰＦＩ等の社会全体の効用を高める施設に （改正後）公共 事に加え、病院、福祉施設、 等の社会全体の効用を高める施設に
         関する民間工事（※１）を対象とする（※２）。 
            （※１）公共工事の前払金保証事業に関する法律第２条第１項に規定する公共工事 等 
                  （上記の公共工事に該当するものを除く） 

（※２）発注者は 工事の出来高が 前払がなされた金額以上に到達したと認められる日以降に              （※２）発注者は、工事の出来高が、前払がなされた金額以上に到達したと認められる日以降に
                  債権譲渡の承諾を行うものとする（前払制度を導入している場合）。 
   
●制度の一層円滑な運用を図るため、 債権譲渡契約証書様式の一部を改める。 
 
 
 
●融資を開始する期限は 平成 年 月 ま とする

事業期間の延長 
●融資を開始する期限は、平成２４年３月３１日までとする。


